
事 務 連 絡

令和元年１２月２７日

関 係 団 体 御中

厚生労働省保険局医療課

「 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正」「

の一部訂正について

標記について、別添のとおり地方厚生（支）局医療課、都道府県民生主管部（局）国

民健康保険主管課（部）及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療主管

課（部）あて連絡したのでお知らせします。



事 務 連 絡

令和元年１２月２７日

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課

都道府県民生主管部(局)

国 民 健 康 保 険 主 管 課 ( 部 ) 御中

都道府県後期高齢者医療主管部(局)

後 期 高 齢 者 医療 主 管 課 ( 部 )

厚生労働省保険局医療課

「 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正」「

の一部訂正について

令和元年11月29日付け保医発1129第1号における「 診療報酬の算定方法の一部改正に「

伴う実施上の留意事項について」等の一部改正」につきまして、別添のとおり一部訂正

がありましたので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等へ周知願います。

記

・ 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正

について（平成30年５月31日付保医発0531第1号）
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（別添）

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

（平成30年３月５日保医発0305第１号）の一部改正について

４ 別添１の第２章第10部第１節第８款Ｋ６１７－４を次に改める。

（１） 所定の研修を修了した医師が実施した場合に限り算定し、一側

につき１回に限り算定する。なお、当該手技に伴って実施される画

像診断及び検査の費用は所定点数に含まれる。

（２） 血液逆流を伴う に接着材を注入し血管を大伏在静脈伏在静脈本幹

、 、閉塞した場合は 所定の研修を修了した医師が実施した場合に限り

本区分の所定点数を準用して算定する。なお、当該手技に伴って実

施される画像診断及び検査の費用は所定点数に含まれる。
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